
１　総合計画上の位置付け

２　成果指標及び評価指標

３　対象事業の概要

□使用料 □手数料 ■負担金 □その他（ ）

平成２９年度　行政評価シート

基本目標 すくすくと子どもが育ち，誰もが健やかに暮らせるまちを目指します

基本政策 子育てに希望を持ち，子どもの成長を支える環境づくり

施策 子育て環境の充実

展開施策 保育環境等の充実

概要
子どもの成長や学び，子育てと仕事の両立を支援するため，保育所や留守家庭児童会等の充実を図りま
す。

単位 基準値
実績値

達成率
目標値

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３１ Ｈ３９

成
果
指
標

合計特殊出生率 －

旭川市1.28 旭川市1.31

全国1.42 全国1.46

年少人口割合

89.7% 全国値 全国値
(H26) (H27)

(H26) (H27)

％

旭川市11.5 旭川市11.4

(H26)

89.1% 全国値 全国値
(H26) (H28)

全国12.9 全国12.8
(H28)

子どもたちが健やかに成長し
ていると感じる市民の割合

％
55.5
(H27)

55.5
(H27)

92.5% 60 70

評
価
指
標

保育所等待機児童数 人
57

(H27)
40

(H28)
19

(H29)
未達成 0 －

特別保育延べ利用者数 人
110,502
(H26)

103,380
(H27)

63.4% 163,000 －

留守家庭児童会待機児童数 人
288

(H27)
132

(H28)
0

(H29)
100% 0 －

事業名 子どものための教育・保育給付費 所管部局 子育て支援部こども育成課

目的及び内容
子どものための教育・保育給付を行い，一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現
に寄与することを目的とし，保育所等の運営に要する費用を支弁する。

実施根拠 子ども・子育て支援法第11条

開始時期 平成27年度

利用対象者 旭川市に居住する特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの保護者

効果
（できるだけ具体的
かつ数値を用いて）

子ども・子育て支援法に基づき，認可保育所等の維持管理のために施設型給付費等を支弁することによ
り，入所児童の心身の健やかなる育成が確保された。

運営方法
（施設の場合）

□直営 （平成２９年度の職員体制）　正職員　　人，臨時職員　　人，嘱託職員　　　人

□指定管理又は委託

（委託等の内容）

（平成２９年度の職員体制）　正職員　　人，臨時職員　　人

料金制度

減免制度 多子世帯やひとり親世帯等を対象に保育料の負担軽減を実施。

類似施設（事業）
（民間の施設（事業）を

含む）

類似施設（事業）
との違い

※施設が複数個所に及ぶ場合は別に資料を作成してください。
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４　対象事業の運営状況

（１）収支状況 （単位：千円）

人工

金額

人工

金額

（２）利用状況

（３）見直し，改善等の経過

年度　　 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度
備考

　　内訳 （決算） （決算） （決算見込） （予算）

収
入

国庫負担金 2,224,814 2,546,877 2,882,752

保育料負担金

道負担金 1,132,679 1,345,421 1,639,455

875,313 873,127 677,128

合計（A） 0 4,232,806 4,765,425 5,199,335

支
出

事業費 0 6,186,721 6,973,140 7,731,882

償還金 3,632 29,040

扶助費 6,183,089 6,944,100 7,731,882

人件費 0 10,056 10,683 14,494

正職員
1.4 1.5 2.0

10,056 10,683 14,494

正職員
以外

合計（B） 0 6,196,777 6,983,823 7,746,376

差引(合計(A)-合計(B)) 0 -1,963,971 -2,218,398 -2,547,041

※人件費（正職員分）は，平成２６年度７，３７４千円，平成２７年度は７，１８３千円， 平成２８年度７，１２２千円，平成２９年度７，２４７千円で計算すること。

年度　　 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度
備考

年度末現在の状況 （実績） （実績） （実績） （見込み）

施設数 71 86 102 ※市内所在施設数

保育所等待機児童数 57 40 19 ※4月1日現在

年度 内容

平成28年度 国における幼児教育の段階的無償化への対応（年収約３６０万円未満相当の多子世帯等の保育料軽減）
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５　事業の課題

６　取組に係る他市の状況

７　評価等の結果

　評価区分　　Ａ（予定どおり推進），Ｂ（見直し），Ｃ（取組中止）

　待機児童解消を目的とした施設整備や子ども・子育て支援新制度へ移行する幼稚園が増加していることから，給付事務の負
担が年々大きくなっている。
　子どものための教育・保育給付に係る本市の裁量はないが，利用者負担額については，国が定める限度額の範囲内で各市
町村が決定することとなっている。
　本市における保育料は，平成１０年度より第２子の保育料を第１子の１／４に設定するなど，全国的に見ても保育料軽減率が
高かったが，近年，国における幼児教育の段階的無償化の取組や全国の各自治体において少子化対策や貧困対策を目的とし
た保育料軽減が進められており，本市の保育料軽減率が他都市と比較して高いとは言えなくなってきている。
・保育料軽減率（国徴収基準額からの軽減率）　１号認定　18.60%　２号・３号認定　37.63%　（平成28年度実績）
・保育料収納率（平成28年度）　現年度分　98.22%　過年度分　15.20%　合計　90.02%

市名 状況

札幌市

・独自軽減の取組
　平成２９年度より２・３号認定の第２子における、３歳未満の保育料の無償化を実施している。
　※子どものカウント方法は国基準と同様。
・保育料軽減率（国徴収基準額からの軽減率）
　１号認定　27.80%　２号・３号認定　31.85%　（平成27年度実績）
・保育料収納率（平成28年度）
　現年度分　98.84%　過年度分　16.53%　合計　94.66%　（平成29年5月17日現在）

函館市

・独自軽減の取組
　世帯の扶養児童数が3人以上いる場合，年少扶養控除等のみなし適用後の所得割合算額により階層を
判定する。
・保育料軽減率（国徴収基準額からの軽減率）
　１号認定　20.96%　２号・３号認定　28.75%　（平成28年度実績）
・保育料収納率（平成28年度）
　現年度分　96.55%　過年度分　19.72%　合計　74.46%　（平成29年4月末現在）

豊橋市
（中核市データを
別紙で添付）

・独自軽減の取組
　市町村民税所得割非課税世帯第１子目の保育料を無料としている。
　18歳未満第３子目以降について、保育料を所得により無料または半額としている。
・保育料軽減率（国徴収基準額からの軽減率）
　１号認定　33.97%　２号・３号認定　47.55%　（平成28年度実績）
・保育料収納率（平成28年度）
　現年度分　99.40%　過年度分　27.11%　合計　96.86%

※取組に係る他市の状況について，札幌，函館及び他の中核市の状況を記入してください。他市の状況をまとめたものがあれば，別途添付してください。

評価区分 理由等

２次評価
(行政評価
検討会議)

１次評価
(所管部局)

A
予定どおり推進とするが，国における幼児教育の段階的無償化や，北海道における保育料軽
減支援事業の開始など，全国的に保育料軽減・無償化の流れがあり，今後も国や道，他市の
動向を注視しながら，今後も適正な利用者負担の水準について検討していく。

行財政改革推進委
員会の答申
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１　総合計画上の位置付け

２　成果指標及び評価指標

３　対象事業の概要

□使用料 □手数料 □負担金 ■その他（なし ）

平成２９年度　行政評価シート

基本目標 すくすくと子どもが育ち，誰もが健やかに暮らせるまちを目指します

基本政策 子育てに希望を持ち，子どもの成長を支える環境づくり

施策 子育て環境の充実

展開施策 保育環境等の充実

概要
子どもの成長や学び，子育てと仕事の両立を支援するため，保育所や留守家庭児童会等の充実を図り
ます。

単位 基準値
実績値

達成率
目標値

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３１ Ｈ３９

成
果
指
標

合計特殊出生率 －

旭川市1.28 旭川市1.31

全国1.42 全国1.46

年少人口割合

89.7% 全国値 全国値
(H26) (H27)

(H26) (H27)

％

旭川市11.5 旭川市11.4

(H26)

89.1% 全国値 全国値
(H26) (H28)

全国12.9 全国12.8
(H28)

子どもたちが健やかに成長
していると感じる市民の割合

％
55.5
(H27)

55.5
(H27)

92.5% 60 70

評
価
指
標

保育所等待機児童数 人
57

(H27)
40

(H28)
19

(H29)
未達成 0 －

特別保育延べ利用者数 人
110,502
(H26)

103,380
(H27)

63.4% 163,000 －

留守家庭児童会待機児童数 人
288

(H27)
132

(H28)
0

(H29)
100% 0 －

事業名 保育体制充実費 所管部局 子育て支援部こども育成課

目的及び内容

私立認可保育所，認定こども園及び小規模保育事業における保育体制の充実強化とその適正化を図る
ことを目的とし，保育士（予備保育士及び低年齢児担当保育士），予備調理員，産休等代替職員を配置
する経費を助成する。
補助基準額（平成28年度）：予備保育士・低年齢児担当保育士　月額152,880円
　　　　　　　　　　　　　　　　　 予備調理員　月額37,350円　　産休等代替職員　時給770円

実施根拠 旭川市保育体制充実事業実施要綱及び同交付要綱

開始時期 昭和55年度

利用対象者 認可保育所等を運営する法人等

効果
（できるだけ具体的
かつ数値を用いて）

基準保育士数を超える保育士及び予備調理員を配置する経費を助成することによって，保育体制の充
実が図られ，児童福祉の向上及び職員の処遇改善にも寄与した。

運営方法
（施設の場合）

□直営 （平成２９年度の職員体制）　正職員　　人，臨時職員　　人，嘱託職員　　　人

□指定管理又は委託

（委託等の内容）

（平成２９年度の職員体制）　正職員　　人，臨時職員　　人

料金制度

減免制度

類似施設（事業）
（民間の施設（事業）を

含む）
なし

類似施設（事業）
との違い

※施設が複数個所に及ぶ場合は別に資料を作成してください。
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４　対象事業の運営状況

（１）収支状況 （単位：千円）

人工

金額

人工

金額

（２）利用状況

（３）見直し，改善等の経過

年度　　 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度
備考

　　内訳 （決算） （決算） （決算見込） （予算）

収
入

国庫補助金 7,071 2,878 6,363 30,088

道補助金 3,608 1,356 3,045 1,134

合計（A） 10,679 4,234 9,408 31,222

支
出

事業費 209,286 208,702 201,454 264,100

償還金 166

市補助金 209,286 208,702 201,288 264,100

人件費 737 718 1,424 1,449

正職員
0.1 0.1 0.2 0.2

737 718 1,424 1,449

正職員
以外

合計（B） 210,023 209,420 202,878 265,549

差引(合計(A)-合計(B)) -199,344 -205,186 -193,470 -234,327

※人件費（正職員分）は，平成２６年度７，３７４千円，平成２７年度は７，１８３千円， 平成２８年度７，１２２千円，平成２９年度７，２４７千円で計算すること。

年度　　 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度
備考

年度末現在の状況 （実績） （実績） （実績） （見込み）

予備保育士 53施設 53施設 58施設 54施設

低年齢児担当保育士 53施設 57施設 56施設 64施設

予備調理員 44施設 42施設 51施設 53施設

年度 内容

平成26年度 予備調理員の財源として，国及び道の補助を活用。

平成27年度 福祉保険課で交付していた「旭川市民間社会福祉施設産休等代替職員費補助金」が廃止となり，本事業に移管。

平成28年度 予備保育士を非常勤可，保育補助者可に変更。
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５　事業の課題

６　取組に係る他市の状況

７　評価等の結果

　評価区分　　Ａ（予定どおり推進），Ｂ（見直し），Ｃ（取組中止）

　保育所等の入所児童数は，年度当初から徐々に増加していき，入所児童数に応じた職員配置が必要とされている。
　職員の人件費を含む保育所等の運営費は，子どものための教育・保育給付費として，年齢別児童数に応じて支弁されてい
るが，入所児童数の見込が立たない年度当初から，あらかじめ保育士を確保することに施設側は躊躇することが予想される。
　保育体制充実補助金があることで，年度当初から保育士を雇用でき，年度途中の受入児童数の増加に対応できるが，保育
従事者の人材確保が喫緊の課題となっている。

市名 状況

札幌市

・加配保育士等雇用促進補助金
　正職加配：利用定員91人以上　１人目・２人目　231,340円/月
　　　　　　　利用定員90人以下　１人目　124,070円/月　２人目　231,340円/月
　※上記とは別に，利用児童の年齢や利用定員に応じて補助を実施
・調理員パ－ト雇用費補助金　920円/時
平成28年度実績　加配保育士　241施設　1,489,557千円　　調理員パート　215施設　260,300千円
・産休等代替職員　日額5,920円
平成28年度実績　補助金交付施設数　64人　補助金交付額　22,352千円

函館市

・特定教育・保育施設において，保育士，幼稚園教諭および保育教諭を加配した場合に給付。
加配１人　　　142,100円（民営化園236,700円）
加配２人以上　189,400円（民営化園284,100円）
平成28年度実績　補助金交付施設数　38施設　補助金交付額　50,685千円
・産休等代替職員　日額5,910円（実働８時間）
平成28年度実績　補助金交付施設数　8人　補助金交付額　2,694千円

金沢市
（中核市データを
別紙で添付）

運営費補助として以下の事業を実施している。
保育士定数改善費補助、就学前保育充実費補助、調理員定数改善費補助、いつでも入所対応保育 士
配置支援事業費補助、保育士処遇改善費補助
※各詳細は添付資料参照
平成28年度実績　補助金交付施設数　98施設　補助金交付額　818,046千円

※取組に係る他市の状況について，札幌，函館及び他の中核市の状況を記入してください。他市の状況をまとめたものがあれば，別途添付してください。

評価区分 理由等

２次評価
(行政評価
検討会議)

１次評価
(所管部局)

A
待機児童が発生している現状では，定員を超える児童を受け入れる弾力運用を進める必要
があり，本補助金の必要性は高い。保育士等の加配を行うことで，保育の質の向上及び保育
士の処遇改善に寄与しているが，保育従事者の人材確保が喫緊の課題となっている。

行財政改革推進委
員会の答申
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１　総合計画上の位置付け

２　成果指標及び評価指標

３　対象事業の概要

□使用料 □手数料 ■負担金 □その他（ ）

平成２９年度　行政評価シート

基本目標 すくすくと子どもが育ち，誰もが健やかに暮らせるまちを目指します

基本政策 子育てに希望を持ち，子どもの成長を支える環境づくり

施策 子育て環境の充実

展開施策 保育環境等の充実

概要 子どもの成長や学び，子育てと仕事の両立を支援するため，保育所や留守家庭児童会等の充実を図ります。

単位 基準値
実績値

達成率
目標値

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３１ Ｈ３９

成
果
指
標

合計特殊出生率 －

旭川市1.28 旭川市1.31

全国1.42 全国1.46

年少人口割合

89.7% 全国値 全国値
(H26) (H27)

(H26) (H27)

％

旭川市11.5 旭川市11.4

(H26)

89.1% 全国値 全国値
(H26) (H28)

全国12.9 全国12.8
(H28)

子どもたちが健やかに成長し
ていると感じる市民の割合

％
55.5
(H27)

55.5
(H27)

92.5% 60 70

評
価
指
標

保育所等待機児童数 人
57

(H27)
40

(H28)
19

(H29)
未達成 0 －

特別保育延べ利用者数 人
110,502
(H26)

103,380
(H27)

63.4% 163,000 －

留守家庭児童会待機児童数 人
288

(H27)
132

(H28)
0

(H29)
100% 0 －

事業名 留守家庭児童会運営費・留守家庭児童会開設費 所管部局 子育て支援部こども育成課

目的及び内容

（目的）：保護者が就労等によって昼間家庭にいない児童の健全な育成を図るとともに，保護者が安心して働
ける環境づくりを推進し，子育てと仕事の両立支援を行うこと。
（事業内容）：①対象者の健康管理・安全確保・情緒の安定に努める。②遊びの活動への意欲と態度を形成さ
せる。③遊びを通して自主性・社会性・創造性を培う。④対象者の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡⑤
その他，対象者の健全育成上必要な活動

実施根拠
児童福祉法第６条の３第２項，旭川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する
条例，旭川市放課後児童クラブの運営に関する条例

開始時期 昭和４１年度

利用対象者 保護者が就労等によって昼間家庭にいない小学生

効果
（できるだけ具体的
かつ数値を用いて）

児童の健全育成を図るとともに，保護者が安心して働ける環境づくりを推進することにより，少子化対策，女性
の社会進出に寄与する。

運営方法
（施設の場合）

■直営 （平成２９年度の職員体制）　正職員５人，臨時職員１人，嘱託職員３４９人

□指定管理又は委託

（委託等の内容）

（平成２９年度の職員体制）　正職員　　人，臨時職員　　人

料金制度

減免制度
旭川市放課後児童クラブの運営に関する条例第８条，旭川市放課後児童クラブの運営に関する条例施行規
則第１１条に規定（旭川市教育委員会が認定した就学援助基準による要保護児童は免除，準要保護児童は８
分の５減額。同一世帯で２人以上の児童が入会するとき，第２子目以降の児童について８分の５減額）

類似施設（事業）
（民間の施設（事業）を

含む）

①民間の児童クラブ
②一部の認可外保育所

類似施設（事業）
との違い

①利用対象者，設置目的，設置基準，学校の関与の有無等
②設置基準，学校の関与の有無等

※施設が複数個所に及ぶ場合は別に資料を作成してください。

7/9



４　対象事業の運営状況

（１）収支状況 （単位：千円）

人工

金額

人工

金額

（２）利用状況

（３）見直し，改善等の経過

年度　　 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度
備考

　　内訳 （決算） （決算） （決算見込） （予算）

収
入

運営負担金 61,732 69,925 82,174 97,653

道支出金 －

国庫支出金 81,493 112,844 129,187 174,011

106,221 124,532 174,011

諸収入

合計（A） 143,225 288,990 335,893 445,675

支
出

事業費 304,694 390,788 457,103 619,998

留守家庭児童会開設費 35,155 47,346 63,968

留守家庭児童会運営費 265,199 340,718 392,454 491,684

125,251

留守家庭児童会施設補修費 465 1,025 681 3,063

留守家庭児童会複数校受入事業費 3,875 1,699 － － 平成28年度より開設費と統合

人件費 23,070 30,035 28,488 28,988

正職員
3 4 4 4

22,122 28,732 28,488 28,988

正職員
以外

1 1

948 1,303

合計（B） 327,764 420,823 485,591 648,986

差引(合計(A)-合計(B)) -184,539 -131,833 -149,698 -203,311

※人件費（正職員分）は，平成２６年度７，３７４千円，平成２７年度は７，１８３千円， 平成２８年度７，１２２千円，平成２９年度７，２４７千円で計算すること。

年度　　 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度
備考

年度末現在の状況 （実績） （実績） （実績） （見込み）

児童クラブ数の推移 57 61 68 73 各年度５月１日現在

児童クラブ定員数の推移 2,210 2,410 2,618 2,814 各年度５月１日現在

留守家庭児童会待機児童数 100 288 132 0 各年度５月１日現在

年度 内容

平成２６年度

・新たに５か所の留守家庭児童会を開設（準備含む）した。
・常勤支援員に夏期休暇を付与することとなり，代替支援員の加配を実施した。
・特別支援児童（H26.5.1時点　受入47か所，142人)に対して，代替支援員の加配を実施した。
・４箇所の新規開設及び移転分割等により125人の定員増を実施。

平成２７年度

・平成26年度に制定した旭川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の基準を満
たすため，既存の児童クラブの分割，常勤支援員の増加を図る予定（５年間の経過措置あり。）。
また，常勤支援員に北海道による研修を受講させるため，代替支援員を加配を実施した。
・特別支援児童（H27.5.1時点　受入５３か所，166人)に対して，代替支援員の加配を実施した。
・事業費が年々増大しているため，受益と負担の観点から運営負担金の見直しの検討を実施。
・７箇所の新規開設及び定員の見直しにより313人の定員増を実施。

平成２８年度

・平成２８年９月より運営負担金の見直しを実施。（月額3,000円→月額4,000円へ）
・保護者のニーズが高い土曜日及び長期休業期間の開所時間の延長を行った。
  （午前8:30～午後6:30→午前8:00～午後6:30)
・特別支援児童（H28.5.1時点　受入５８か所，182人)に対して，代替支援員の加配を実施した。
・常勤支援員に係る任用区分の一本化による人員配置体制の充実を図った。（週29時間勤務への一本化）
・７箇所の新規開設及び１箇所の拡充により217人の定員増を実施。
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５　事業の課題

６　取組に係る他市の状況

７　評価等の結果

　評価区分　　Ａ（予定どおり推進），Ｂ（見直し），Ｃ（取組中止）

・基準条例への対応（平成３１年度末までの経過措置期間あり）について，保育環境の充実を図っていくことが必要であるが，保育
ニーズへの対応を優先せざるを得ない状況となっており，今後は児童クラブの開設等による対応などによる早期の改善に努めてい
かなくてはならない。
・放課後児童支援員の確保について，学校授業日は必要数を配置できているが，長期休業期間における必要数の確保に苦慮して
いる。（今後，長期休業期間のみ勤務できる支援員等の任用を検討中。）
・児童数の増加等により校舎内において専用スペースの確保が困難な状況が生じており，そのため，近隣の民間住宅借上げにより
対応してきたが，開設費において，他の手法に比べてコストが高い状況にある。

市名 状況

札幌市

　放課後児童クラブは「公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会」が運営しており。現在の利用料は，8：45
～18：00の時間帯のみの利用者は無料，8：00～8：45または18：00～19：00（有料時間帯）の利用者は月額
2,000円，夏休みや冬休み等の長期休業期間のみ有料時間帯を利用する場合は一期間2,000円。
　開設場所については，主に学校施設に付随した専用施設において運営を行っており，新規開設コストとして
１箇所当たり約17,000千円程度。

函館市

　公営の放課後児童クラブがなく，学校法人等の民間事業者が運営を実施している。現在の利用料は8,100円
～15,000円程度で各運営主体によって異なっている。
　開設場所においては，主に事業者による園舎等で実施。開設に当たっては１箇所当たり約4,000千円の整備
補助を実施。

福山市
（中核市データを
別紙Ｐ３に記載））

　放課後児童クラブは主に公設公営で運営がなされており，開設時間は8:30～17:00までで，月額3,000円の利
用料の設定となっている。
　開設場所は学校施設の余裕教室等を活用し実施。開設に当たっては１箇所当たり約5,700千円程度のコスト
となっている。

※取組に係る他市の状況について，札幌，函館及び他の中核市の状況を記入してください。他市の状況をまとめたものがあれば，別途添付してください。

評価区分 理由等

２次評価
(行政評価
検討会議)

１次評価
(所管部局)

A
　子育てと仕事の両立支援に対するニーズの増大から生じている待機児童の解消は，子育て環境
の充実を図る上で喫緊の課題であり，多様な手法による放課後児童クラブの整備や民間事業者
による取組の充実などにより，あらゆる可能性を検討しながら積極的に進めている。

行財政改革推進委員
会の答申
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